＜令和８年度 都立学校開放事業実施（施設開放）に伴う団体登録について＞

記

本校では令和８年度、テニスコート（硬式テニス）、グラウンド（少年少女サッカー、少年ラグビー）の２施設について開放を行う予定です。使用を希望する団体は下記のとおり団体登録を行ってください。本校における団体登録は２年間有効です。

１　受付期間　　令和８年５月２０日（月）～令和８年６月３日（水）
　　　　　　　　　　　　土曜日、日曜日、祝日除く

２  提出方法　 （１）本校経営企画室あて郵送または直接窓口に提出
（持参の場合の受付時間は９時から１７時まで）
 （２）東京都の電子申請システムによる提出（logoフォーム）
⇒　https://logoform.jp/form/tmgform/touroku/0740452

３　提　出　書　類 　（１）都立学校施設使用団体登録申請書（施開様式２）
　　　　　　　　　　　　※　団体区分については、申請書の裏面を御確認ください
　　　　　　　　　 　（２）登録団体構成表（施開様式３）
・以上2点の提出書類をダウンロードして作成してください。

４　そ　　の　　他　　登録いただいた団体の代表の方に、本年度の開放予定日及び団体
登録証、施設使用申込書を送付します。
（令和８年６月上旬以降の予定）
使用承認後であっても、本校の教育活動上やむを得ず使用承認を
取り消すことや各種感染症の状況により、開放中止となる可能性があることを御承知おきください。

〇　令和７年度・令和６年度に団体登録を行った団体の方へ
　ア　令和７年度に団体登録を行った団体は、再度の団体登録手続きは不要です。
· 団体登録は２年間（令和９年３月３１日まで）有効のため。
　
イ　令和６年度に団体登録を行った団体は、登録の更新が必要です。
手続きに必要な書類を団体代表者宛てに送付します。令和７年度の団体登録を希望
する団体は、期限までに書類を御提出ください。
　　　　　　　　　　　【問合せ・提出先】〒175-0083　板橋区徳丸2－17－1
東京都立板橋有徳高等学校　経営企画室　
　　　　　　　　　　　　　  電話03（3937）6911　 ﾌｧｸｼﾐﾘ03（3937）6914
